
多賀城市生垣づくり事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 市は、緑豊かなまちづくりを推進し、都市緑化の向上を図るため、生垣

を設置する者に対し、予算の範囲内において多賀城市生垣づくり事業補助金（以

下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、多賀城

市補助金等交付規則（昭和５０年多賀城市規則第１８号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（補助金の交付対象等）

第２条 補助金の交付対象者、補助金の対象事業及び補助金の額は、別表のとお

りとする。ただし、補助金額の算定に当たっては、１，０００円未満の端数は

切り捨てるものとする。

（補助金の交付申請）

第３条 規則第３条の規定による補助金交付申請書は、様式第１号によるものと

し、次に掲げる書類を添付して、別表に定める補助対象事業（以下「事業」と

いう。）の開始前に市長に提出しなければならない。

（１） 位置図（事業実施場所）

（２） 平面図、断面図（事業内容が確認できるもの）

（３） 現況写真（事業着手前の実施予定場所）

（４） 事業費用見積書（事業予定費明細）

（５） 自己所有地以外の場所で事業を行う場合は、事業実施場所に係る土地所

有者の承諾書

（交付の条件）

第４条 規則第５条第２項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合におい

ては、様式第２号により市長の承認を受けること。ただし、市長が事業を遂

行するうえで適当と認める軽微な変更にあっては、この限りでない。

(2) 補助事業を取下げし、中止し、又は廃止しようとする場合においては、速

やかに様式第３号により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

（実績報告）

第５条 規則第１１条の規定による補助事業実績報告書は、様式第４号によるも

のとし、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

（１） 事業竣工平面図、竣工断面図及び事業完了写真

（２） 事業費用領収書の写し

（補助金の交付方法）

第６条 補助金は、規則第１２条に規定する補助金の確定後に様式第５号の請求

書により交付するものとする。



（生垣の保全）

第７条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了した後においても、善良な管理

者の注意をもって、生垣の育成及び保護に努めなければならない。

（その他）

第８条 補助金申請に関しては受付順に審査決定するものとし、その額が予算の

範囲を越えた部分については交付しない。

（雑則）

第９条 この要綱の実施に関し必要な事項は、建設部長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度予算に係る補助金

に適用する。



別表（第２条関係）

対 補助金の対象事業を行う個人若しくは法人又は地方自治法（昭和２２年法

象 律第６７号）第２６０条の２の規定による地縁による団体若しくはこれら

者 に相当する地縁団体

１ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条に規定する道路又

は市長が当該道路と同等と認める通路（以下「道路」という。）に面す
対

る土地において道路に面する場所（当該道路 から直接視認できる場所

も含む。）に次の全て の要件を満たす生垣を設置する事業

(1) 高さが０.５メートル以上の樹木を植栽すること。

(2) １メートル当たり２本以上植栽すること。
象

(3) 道路から視認することが出来る生垣の総延長が５メートル以上であ

ること。

(4) 生垣と道路の間にブロック塀、フェンスその他これらに類するもの

（宅地の地盤高から０.３メートル未満の高さのものを除く）が設置さ
事

れていないこと。

(5) その他市長が定める基準に適合すること。

２ 前項の規定による生垣を設置することを目的として既存のブロック塀、

フェンスその他これに類するものを撤去する事業ただし、法令等に定め
業

る基準に違反しているもの又は公共事業等の補償の対象となるものを除

く。

生垣の設置費用で次に該当するもの
対
(1) 樹木購入費用

象
(2) 土壌改良材購入費用

経
(3) 樹木の支柱その他生垣 設置に要する費用

費
(4) ブロック塀、フェンスその他これに類するものの撤去費用

生垣

補 設置費用の２分の１。

ただし、２００，０００円を補助額の上限とする。

撤去費用

助 撤去費用の２分の１。

ただし、３００，０００円を補助額の上限とする。

額 ※補助金額の算定に当たっては、１，０００円未満の端数は切り捨てるも

のとする。



多賀城市生垣づくり事業補助金に係る運用基準

生垣づくり事業を円滑に行うため、「多賀城市生垣づくり事業補助金に係る運

用基準」として、下記のとおり取り扱う。

１ 道路に面した場所について（要綱第２条別表）

・市道、県道及び国道並びに緑道及び公衆用道路等の公道

・私道であっても、特定の家に出入りする取付道路でなく不特定多数の者が

通行している道路

当該道路から視認できる場所とは下記のとおり。

・
・ 対

建 物 ・ 象 建 物 Ш
・ 外 建 m Ш道
・ 7m 12 Ш
ШШШШ 物 Ш

Ш Ш路
Ш 5m Ш

駐車場 Ш Ш
ШШШШШ ШШШШШШ ШШШШ ШШ

8m 12m 7m 3m
道 路

凡例 ШШШШ 補助対象 ･･･････ 補助対象外

２ 補助の樹木及び植栽の態様について（要綱第２条別表）

・樹木 樹高５０㎝以上の樹木で、種類は問わない。

・植栽 延長が５ｍ以上

１ｍ当たり２本以上の植栽。

樹木の植栽時に適正な土壌改良を行うこと。

ブロック塀その他構造物の内側に生垣を作る場合は、宅地高より

ブロック塀等の高さが、３０㎝以下であること。

樹木保護のため布掛支柱を標準とし、シュロ縄で結束すること、

なお、支柱は原則として樹木の中心より宅地側に設置すること。

フェンス等と併用する場合は、道路から見て樹木の裏側にフェン

スを設置すること。

３ 生垣の設置に要する費用

・樹木購入費の他、土壌改良材、支柱材、人件費等生垣工事に伴う費用を対

象とする。



・自ら植栽を行う場合は、樹木購入費、土壌改良材及び支柱材の費用を対象

とし、人件費等の費用は対象としない。

４ ブロック塀等の撤去

・既設ブロック塀等の撤去において、生垣設置の目的で撤去されるものを対

象とする。

・道路拡幅等で撤去費用が補償されている場合又は、土地形質変更等の主目

的のためのブロック塀等の撤去は、対象としない。

５ 申請の手続き

・生垣の植栽及び既存ブロック塀等の撤去は、工事着手１０日前までの申請

とする。

・多賀城市生垣づくり事業補助金額の確定に係る請求書については、別紙１

とする。



約１週間

約１週間

※１

約３週間

※１　書類に使う印鑑（認め印で良いです）は同じものを使用してください。

※２　間違いを防ぐため、提出書類に日付は記入しないでください。

※３　「補助交付決定書」「補助金確定通知書」を郵送での受け取りを
　　　希望する方は、受取人の住所・氏名を記入し、８０円切手を貼った
　　　封筒を申請時に２枚提出してください。

※　変更申請や中止などの場合は、別に相談してください。

入金確認 振り込み手続き

※３　発行（窓口）

※２　提出（窓口）

口座振込み

補助金確定通知書内容確認

請求書 受理

受理

審査

※２　提出（窓口）

審査

工事完了

工事費支払い

領収書確認

実績報告書・竣工
図・完成写真・領
収書の写し

※３　発行（窓口）

※２　提出（窓口）

受理

工事着手

多賀城市生垣づくり事業補助金概要と申請書等の用紙

窓口・電話

申請者　（本人又は業者） 市役所　（都市計画課）

手　続　き　の　流　れ

相談 助言

【
注
意
事
項

】

※１

※１

審査

補助金交付決定書

申請書・図面・工
事費見積書

内容確認
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補助対象 補助対象外凡例

駐車場

道　　路

合計8+2+7=17m

建　物

8m

門
2
m

対象外

別図

境界

ﾌﾞﾛｯｸ塀等

道路

建物

宅盤

フェンス等

支柱

高さ50cm以上

高さ30cm以下

高さ制限無し

１m当たり２本以上植える

生垣

道路から視認できる場所の例

生垣とフェンス等の位置関係


